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オーバーツーリズム対策立案におけるデータ活用支援業務に係る 

プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  この要領は、オーバーツーリズム対策立案におけるデータ活用支援業務に係る契約の相手方とな

る事業者の選定に当たり、公募型プロポーザル（プレゼン）の実施方法等、必要な事項を定める。 

 

２ 業務名 

（１）業 務 名  オーバーツーリズム対策立案におけるデータ活用支援業務 

（２）業務内容  別紙「オーバーツーリズム対策立案におけるデータ活用支援業務仕様書」の内容

に基づき、業務を実施する。 

（３）業務期間  契約締結日から令和８年１月３０日（金）まで 

（４）予 算 額  委託料の上限は７，７００，０００円（消費税及び地方税を含む。）とする。 

 

３ プロポーザル方式を活用する理由 

  本町の観光は、複数の観光ポイントを周遊する観光が主流となっており、観光客の観光ポイント

への立ち寄り状況や移動ルートなど数多くのデータを分析したうえでより効果的なオーバーツーリ

ズム対策を講じることが最も有効であるが、現状においては、町内における観光客の移動や滞在時

間など観光客の動向に関する詳細なデータがないことから、人流データや公共交通利用等のデータ

を使用し、詳細な分析を行う事によって現状のオーバーツーリズムの課題と移動需要、混雑時間を

把握し、より効果的なオーバーツーリズム対策の立案に繋げる必要がある。 

本業務においては、高いスキルや分析力、情報収集力を有するとともに、広い視野を持って本業

務を行うことができるノウハウと実績のある事業者を公募型プロポーザル方式において選定するも

のである。 

 

４ 事業者募集等のスケジュール 

事業予定者（優先交渉権者）は、公募型プロポーザル方式で選定する。事業実施のスケジュールは

次のとおりとする。 

実施要領等の公告（公募開始） 令和７年４月２５日（金） 

質疑書の受付期限 令和７年５月 ７日（水） 

質疑書の回答 令和７年５月１２日（月） 

参加表明書の提出期限 令和７年５月１５日（木） 

参加者選定決定通知 令和７年５月１９日（月） 

提案書の提出期限 令和７年５月２６日（月） 

提案審査 令和７年５月２９日（木） 

最終審査結果通知書発送 令和７年６月上旬 

契約締結 観光庁補助事業「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に

よる持続可能な観光推進事業」の交付決定後 



５ 参加資格 

  次に掲げる資格及び条件をすべて満たしている者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

（２）美瑛町競争入札参加有資格者名簿に登録されていること。 

（３）美瑛町が行う競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

（４）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に掲げる暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者、

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者等、

経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

（６）業務の確実な実施のため、専門的な知識を持つ職員を２名以上確保できる体制であること。 

（７）過去３年間で、類似する人流データを活用した自治体の移動課題分析の受託実績があること。 

（８）国税及び地方税等の滞納がないこと。 

 

６ 参加表明書及び会社概要書の提出 

（１）提出書類 

  本選定に参加しようとする者は、以下の書類を提出すること。 

① 参加表明書（様式１） 

 ② 会社概要書（様式２） 

  ③ 会社概要に必要な添付書類（ただし、令和７年度美瑛町指名競争入札の参加資格を有するも

のは添付書類を省略することができる。） 

   ・履歴全部事項証明書（登記簿謄本）（６か月以内に発行されたもの。写し可。） 

   ・納税証明書 

（２）提出期間 

  令和７年４月２５日（金）８時３０分から令和７年５月１５日（木）１７時００分まで（必着） 

（３）提出方法 

  持参又は郵送（書留郵便等配達状況を確認できるものに限る。）とする。ファックス又は電子メ

ールでの提出は認めない。 

（４）提出先 

  美瑛町役場 商工観光交流課 

  〒071-0292 上川郡美瑛町本町４丁目６番１号 担当：谷口  

  ＴＥＬ：0166-92-4321（直通） ＦＡＸ：0166-92-4414  

  e-mail：shoko-kanko@town.biei.hokkaido.jp 

（５）参加者選定決定通知 

   令和７年５月１９日（月）発送予定 

  

７ 実施要領等に対する質問及び回答 

（１）実施要領等に対する質問は、質問書（様式５）に必要事項を記入し、電子メールで提出する方



法に限るものとする。なお、軽微なものを除き口頭による質問は受け付けない。 

（２）質問受付期間 

令和７年５月７日（水）１７時００分まで 

（３）質問受付先 

   上記６（４）に同じ。 

（４）質問に対する回答 

質問に対する回答は、電子メールにて令和７年５月１２日（月）に回答する。 

 

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

   上記６（１）の書類を提出し、要件を満たすものとして本選定への参加を認められた者は、次

に定める書類を提出するものとする。※審査会については次項参照 

  ① 企画提案書（様式３） 

  ② 業務経費見積書（様式４）及び関係書類（任意） 

   ※企画提案書等の作成に当たっては、「オーバーツーリズム対策立案におけるデータ活用支援業

務企画提案書記載要領」を参照すること。 

   ※上記書類はすべてＣＤ－Ｒに保存し、審査会の際に提出すること。 

（２）提出部数 

   正本１部と副本５部 

 

９ 委託業者の選定 

当課が設置する審査会において、企画提案書及びプレゼンテーションの内容で審査し選定する。

応募要件を満たし、参考見積額が予算額以内である提案を比較･検討のうえ、評価項目に基づき総

合的に審査を行う。 

（２）企画立案の評価 

   企画立案の評価項目は、別紙「オーバーツーリズム対策立案におけるデータ活用支援業務企画

提案書記載要領」のとおりとする。 

（３）審査会に関する事項 

  ① 開催日時／会場 令和７年５月２９日（木）１３時３０分（予定）／美瑛町役場 

  ② プレゼンテーションの参加者は３名以内とする。 

  ③ プレゼンテーションの持ち時間は３０分以内とする。 

  ④ プレゼンテーション終了後、選考委員との質疑応答の時間を設ける。 

  ⑤ プレゼンテーションで使用するモニター、HDMIケーブル及びCタイプの変換アダプタは本町

が準備するが、それ以外の機器が必要な場合は参加者が準備すること。 

  ⑥ プレゼンテーションはオンラインによる対応も可能とする。 

  ⑦ 詳細については参加者決定通知の中でお知らせする。 

（４）参加者の失格 

   次のいずれかに該当する場合は失格とする。なお、発注予定者として選定された後にあっては、

その者とは契約を締結せず、次点の評価上位者と契約を締結することとする。また、契約におけ

る受託者となった後にあっては、その者との契約を解除し、次点の評価上位者と契約を締結する。 



① 提案価格が上記２（４）の予算額の範囲を超えた場合 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状態に至った 

場合 

④ 審査の公平性を害する行為があった場合 

⑤ その他、企画提案に当たり著しく信義に反する行為があった場合 

（５）審査結果の通知 

   審査結果は、令和７年６月上旬に書面にて通知する。なお、選定結果について異議申し立ては

受け付けない。 

 

１０ 契約の締結 

（１）契約金額 

  町は、企画提案の評価に基づき選定した参加者を本業務に係る随意契約の相手先として予定す

るものとし、見積額が予定価格の範囲内であればその者と契約を締結する。 

（２）業務の実施 

  契約後の業務の実施については、企画提案書に基づき町と協議のうえ行うものとする。 

（３）その他 

 ① 前払い制度     適用しない 

 ② 部分払い制度    適用しない 

 ③ 契約保証金     免除する 

 ④ 契約書作成の要否  必要 

 

１１ その他 

（１）企画提案書の作成等、参加に係る一切の経費は参加者の負担とする。 

（２）プロポーザル参加表明書、企画提案書等の提出書類は返却しない。 

（３）提案者が１社であっても企画提案の評価を実施し、基準を満たしていると判断した場合は、委

託候補者として決定する。 

（４）参加表明書の提出がなかった場合、又は提案者のいずれも評価の基準を満たしていなかった場

合には、本プロポーザルを無効とし、再度公募を行うこととする。 

（５）本要領に定める事項の他、必要な事項については別途町が定めるものとする。 

（６）選定された委託予定者と協議を行い、その結果、必要により仕様書の修正、追加等を行う場合

がある。 

 


